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令和３年７月１日精華町役場に「せいかジョブポイント」を開設します。 

～「せいかジョブポイント」開所式のご案内～ 

京都労働局（局長 金刺 義行）は、令和 3 年 7 月 1 日、精華町役場内に国（京都労働

局：ハローワーク京都田辺）と精華町による新たな一体的実施施設※「せいかジョブポイ

ント」を開設いたします。 

その「せいかジョブポイント」の開所式を下記のとおり行います。 
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※一体的実施施設とは 

利用者ニーズに応えられるよう国と地方公共団体の緊密な連携のもと、一体的に業務を実施（ワ

ンストップ支援）することを目的として設置される施設です。 

１．日時 令和３年７月１日（木）午前１０時～ 

２．場所 精華町役場 二階 交流ホール他 

３．内容 ◯ あいさつ（精華町長、京都労働局長）  

◯ 一体的実施事業協定書の署名・交換 

◯ 銘板設置 

 

せいかジョブポイントの概要（詳細は別添チラシをご覧ください。） 

設置場所：精華町役場庁舎２階（健康推進課横） 

 住所 〒６１９－０２８５ 京都府相楽郡精華町南稲八妻北尻７０番地 

利用日時：月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く） ９：００～１６：３０ 

内容：  ・職業相談、職業紹介 

・求人情報の提供 

・求職者の生活相談 

・福祉サービス情報の提供 等 
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